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第五期長期計画・調整計画の位置付けと策定方法 これまでの実績と情勢の変化第1章
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Ⅱ 市民と市政を取り巻く情勢の変化
介護保険制度改正、生活困窮者自立支援
法施行、子ども・子育て支援新制度の施行1

地方創生と東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けたまちづくり2

桜堤地区を中心とした人口増3

　昨年5月の無作為抽出市民ワークショップの開催、6月からの公募市民会議での議
論を経て、8月には市内在住の学識経験者や民間の会社員、公募市民、副市長で構成
する策定委員会を設置し、第五期長期計画・調整計画の策定がスタートしました。今
年2月には討議要綱を公表し、これを基に市民や関係団体、市議会議員との意見交
換、パブリックコメントなどを実施しました。その後、いただいた意見も参考に議論
を進め、このたび調整計画案をまとめました。今後は、この計画案について再度市民
の皆さんから意見をいただき、必要な修正を行ったうえ12月には策定委員会から市
長に答申する予定です。意見をお聞かせください／申 当日、直接会場へ

第五期長期計画・調整計画案がまとまりました

1武蔵野市長期計画条例（省略）
2調整計画の位置付け
　10年間を1期として策定される長期計画は、前期5年を実行計画、後期5年を
展望計画としている（武蔵野市長期計画条例第2条第3項）。そして、市長選挙が
行われたとき又は市政をめぐる情勢に大きな変化があったときは、実行計画の
見直しを行い、新たな実行計画を策定するものとする（同条例第3条）と規定し
ており、これが調整計画の策定である。
　調整計画では、「市政運営の基本理念」と「施策の大綱」の改定は行わず、実行計
画に掲げられた施策のうち、事業未着手、目標未到達等の施策についてその対
応、展望計画として託された施策の検討、長期計画策定時との社会状況の変化に
より求められる施策等についての議論を主軸に、策定を行っていくものである。

圏域別市民意見交換会（策定委員会委員との意見交換）
中央地区 10月3日（土） 市役所811会議室 午後1時30分〜3時30分
武蔵境地区 10月9日（金） 武蔵野プレイスフォーラム 午後7時〜9時
吉祥寺地区 10月24日（土）公会堂第1・2合同会議室 午後1時30分〜3時30分

文書による意見提出
締切 10月30日（金）
提出方法 郵送・ファクス・Eメールまたは直接持参

提出先

第五期長期計画・調整計画策定委員会事務局
〒180‐8777緑町2-2-28
武蔵野市総合政策部企画調整課
FAX 51‐5638
Eメール sec-kikaku@city.musashino.lg.jp

市議会議員と策定委員会委員との意見交換（傍聴できます）
10月30日（金） 市役所全員協議会室 午前9時30分〜

この特集に関するお問い合わせは、企画調整課☎60-1801へ

＊ 計画案の一部を省略しています。全文を掲載した計画案は市
ホームページに掲載しているほか、市役所受付・企画調整課・
市政資料コーナー・各市政センター・コミセン・図書館で配布
しています。

　社会保障の増大、雇用状況や働き方
の多様化など、日本の社会経済の構造
的な変化に対応するため、介護保険制
度の改正、生活困窮者自立支援法の施
行、子ども・子育て支援新制度の施行な
ど、平成27年度には国による大きな制
度変更が行われた。また、平成28年4
月、障害者差別解消法と障害者雇用促
進法が施行され、障害を理由とする差
別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提
供が市の法的義務となる。これらの動
きに伴い、サービスの内容の見直しや
サービスを支える仕組み、サービスを
受ける方法等が変わろうとしており、
この変化を新たに市政に組み込んでい
く必要がある。

　第五期長期計画策定時（平成22年
度）に実施した人口推計では、年少人
口の増加は平成25年をピークに以降
は減少すると推計した。しかし実際に
は、年少人口は平成25年以降も増加し
ており、平成26年度に実施した人口推
計によれば、この増加傾向は少なくと
も調整計画期間中の平成31年まで続
くと見込まれる。年少人口の増加、と
りわけ桜堤地区を中心とした局所的
な人口変動は市政に大きな影響を与
えるものであり、これに伴い、第五期
長期計画策定時の施策・事業の見直し
が必要である。

　国が打ち出した「まち・ひと・しごと
創生法」を受け、首都東京を構成する
自治体としての特性を最大限に活か
した魅力あるまちづくりを進めるた
め、本市の人口に関する課題を分析し
て人口ビジョンを作成し、目指すべき
将来の方向を明確にしたうえで、第五
期長期計画・調整計画との整合を図

り、本市の総合戦略を策定・実施して
いく必要がある。また、平成32（2020）
年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催に向けて、国や都と協力して大
会成功の機運醸成に努めるとともに、
市民がトップアスリートと身近にふ
れる機会をつくり、すべての来街者が
交流を楽しめるユニバーサルなまち
づくりと障害者スポーツの普及によ
るソーシャルインクルージョンを実
現させ、活気あるまちづくりを推進す
る必要がある。

Ⅰ 第五期長期計画の取り組みの状況　（省略）



2 No.2019（平成27年9月15日発行）

一人ひとりが尊重される社会の
構築1

財政状況2

環境共生都市の創造に向けた新
たな取り組み4

魅力ある都市文化の醸成と発信4

個性輝く三駅周辺のまちづくりの
推進5

公共施設ネットワークと都市基盤
の再整備3

分野、市域の枠を超えた事業の
連携3

当初予算における義務的経費の推移
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Ⅱ 調整計画全体に関わる視点

地域コミュニティ、地域活動の支
援と協働2

Ⅲ 武蔵野市の現況と将来

Ⅲ 調整計画の重点取り組み

人口推計（省略）1

高齢者福祉計画、障害者計画の
着実な推進1

多様な主体による子育て支援施
策の実現2

情報収集・提供機能の強化と連
携6

調整計画の基本的な考え方第2章

施策の体系第3章
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Ⅰ
テンミリオンハウス ▼

健康・福祉

支え合いの気持ちをつむぐ基本
施策1

　電力やガスなどのエネルギー市場の
自由化などを背景に、各家庭におけるエ

　本市は近年、魅力あるまちとして高
い評価を得ている。落ち着いた街並み、
身近に緑・文化・芸術に親しめる空間、
回遊性の高い商業地の形成等、長い年
月をかけて都市文化が形成されてき
た。これらをより魅力あるものとして

　三駅圏ごとに個性を活かしたまちづ
くりの計画・ビジョンに基づき事業を
推進する。特に吉祥寺駅圏については、
イーストエリアの市有地の新たな利活
用、南口駅前広場の整備促進による交
通課題の解決、セントラルエリアの老
朽化の進んだ建物更新等の課題解決を
図るため、関係する機関と連携して検
討を進める。

　老朽化する都市基盤及び公共施設
（以下「公共施設等」という）の維持・更
新に多額な費用を要し、中長期的には
厳しい財政状況となることが予想さ
れる。そうした状況下においても、市
民生活を支える公共施設等を安定し
て維持・更新していくとともに新たな
時代のニーズに応えていくために、経
営的な視点から、施設の長寿命化、統
廃合や複合化・転用など既存施設の有
効活用による施設総量の縮減を図る
とともに、整備水準・管理水準の見直
し等を行うなど、将来にわたり総合的
かつ計画的に公共施設等をマネジメ
ントしていく。　超高齢社会の進行や都市基盤・公共

施設の更新を見据え、長期的視点で市
政を進めていかなければならない。固
定化した資源配分とサービス水準の
見直しを行うとともに、1つの事業で
複数の成果を上げるような、分野の枠
を超えた事業を積極的に導入するな
ど、政策の再編を進める。また、市域に
とらわれることなく、近隣自治体や友
好都市等との連携も視野に入れ、ス
ケールメリットを活かした事業の導
入も検討し、持続可能な市政運営を
行っていく。

　高齢者のみ世帯や乳幼児人口の増加
と多様化するニーズへの対応、子ども
の貧困対策など、きめ細やかな支援が
必要である。また、男女共同参画社会の
実現をはじめ、子ども、障害者、高齢者、
外国人など、人権課題への対応は行政
の基本である。本市独自の「地域リハビ
リテーション」の理念に基づき、誰もが
安心して住み慣れた地域で暮らし続け
られるよう、一人ひとりを大切にする
視点を重視し施策を構築する。

　「第1章これまでの実績と情勢の変
化」から、本調整計画の策定にあたって
全体を貫く基本的な視点として、以下
の4点を挙げる。

1現状と課題
　本市は、今日まで健全な財政を維持
しており、過去5年間の当初予算は、
550億から630億円の間で推移してい
る。歳入については、市税が全体の6割
を超えており、人口増や景気回復によ
り、わずかであるが増加している状況
である。
　歳出については、義務的経費である
人件費、扶助費、公債費は平成27年度
予算では、約248億円となっており、歳
出全体の4割を占めている。特に扶助
費の伸びが著しく、過去5年間で14％
増となっており、今後も堅実な財政運
営を続けることが必要である。
　市の基金残高は平成26年度末にお
いて363億円、このうち資産の更新・新
設に備えるための基金は289億円と
なっている。一方、借入金は182億円

（特別会計及び土地開発公社を含める
と365億円）となっている。
2財政見通し
　歳入については、市税は個人市民税
が人口増等により増額、法人市民税は
税制改正により減額となることから、
当面ほぼ横ばいで推移し、地方消費税
交付金は消費税の引き上げによる増額
を想定している。
　歳出では、子育て支援、障害者や高齢
者への福祉施策に要する経費、新武蔵
野クリーンセンター（仮称）の建設事業

や市民文化会館改修等による投資的経
費の増が見込まれている。
　中長期の財政見通しとしては、人
口推計により生産年齢人口が減少す
るとされていることから、市税収入
は少しずつではあるが減少してい
く。また、少子高齢化の進展とともに
高齢者の単身世帯の増加が示されて
おり、社会保障関係経費の伸びが見
込まれる。さらに、老朽化する公共施
設や都市インフラの更新が平成30年
代後半以降に集中し、この時期に多
額な費用が必要となる。こうしたこ
とから、より厳しい財政状況が見込
まれており、これに対応するため各
種基金の積み立てを今後も引き続き
行う必要がある。

　多様化する公共サービスを、多様な
主体による自立した活動が担うこと
で、活力ある地域社会が形成されてい
く。本市では、昭和40年代より、コミュ
ニティセンターを拠点に市民の自発的
な活動によりコミュニティづくりが行
われてきた。福祉、子育て、青少年健全
育成、防犯・防災、環境など様々な課題
解決を目的とした活動団体、また、文

　平成27年度を初年度とする「武蔵野
市高齢者福祉計画・第6期介護保険事
業計画」、「武蔵野市障害者計画・第4期
障害福祉計画」に記載された施策を着
実に推進する。医療介護総合確保推進
法に明記された「地域包括ケアシステ
ム」を本市独自の「地域リハビリテー
ション」の理念に基づく「まちぐるみの
支え合いの仕組みづくり」として、市民
を含めたすべての関係者が一体となっ
て推進していく。また、生活困窮者に対
する支援を拡充し、貧困の連鎖への対
策を推進する。

　地域社会全体で支え合い、妊娠・出産
期から切れ目のない子ども・子育てを
支援する。大学や企業、地域活動団体な
ど、様々な主体がそれぞれの役割を担
い、連携・協力して、子育て家庭と関
わっていけるような施策を進める。乳
児を持つ世帯を主な対象とした子育て
支援事業、待機児童解消のための保育
所施設の整備、小学校の放課後施策の
充実などの施策を推進する。

　多様な広報媒体を活用し、市民一人
ひとりに必要な情報をわかりやすく届
けていくこと、市民ニーズを的確に把
握していくことが重要である。市政運
営や協働型の公共サービスへの市民参
加を進めるためにも、市政情報を提供
していくことが必要である。市民やマ
スコミの力も活用し、積極的かつ戦略
的に広報活動を推進していくととも
に、様々な機会を捉えて広く市民から
の情報をつかんでいく。また、そのため
の体制整備も行う。

1 地域包括ケアシステム（まちぐるみ
の支え合いの仕組みづくり）の推進

　重度の要介護状態になっても地域
で暮らし続けられることなどを目標

として、「地域包括ケアシステム」が医
療介護総合確保推進法に新たに明記
された。本市では、この「地域包括ケア
システム」を第五期長期計画の重点施
策である「地域リハビリテーション」
の理念に基づく「まちぐるみの支え合
いの仕組みづくり」として、市民を含
めたすべての関係者が一体となって
推進していく。
2市民が主体となる地域福祉活動の推進
　介護保険制度の大幅な改正により、
要支援の方へのサービスのうち訪問介
護・通所介護が市町村による新しい総

化・スポーツ活動を行う市民団体も多
数存在している。必要な公共サービス
の量的拡大と質的向上を目指し、企業、
NPOや市民活動団体等との協働型の
取り組みを構築する。

発展させていくためにも、都市文化の
醸成という視点からの施策を推進す
る。また、文化の醸成において中心的な
役割を担う市民がさらなる文化の発展
に自ら関与できるよう、必要な環境整
備を行うとともに、市民による文化活

ネルギー消費のスマート化等に関する
啓発や、優れた環境性能と災害時でも
有効なエネルギー供給センター機能な
どを備えた新武蔵野クリーンセンター

（仮称）の設置・運営など、都市における
省エネ、創エネといった賢いエネルギー
の利活用を推進する。また、都市型浸水
対策、温暖化対策、地下水対策なども含
め、水の蒸発、降下、流下または浸透とい
う水循環の改善に取り組み、緑豊かな潤
いのある水循環都市を目指す。

動を支援する。平成32年に開催される
東京オリンピック・パラリンピックで
は、国内外の多くの人が東京に集うこ
とになる。この機を捉えて本市の魅力
ある都市文化を発信して、多様な文化
交流を展開する。

Ⅰ 第五期長期計画の基本的な考え方　（省略）
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誰もが地域で安心して暮らしつ
づけられる仕組みづくりの推進

基本
施策2

誰もがいつまでも健康な生活を
送るための健康づくりの推進

基本
施策3

誰もが地域でいきいきと輝けるス
テージづくり

基本
施策4

住み慣れた地域での生活を継続
するための基盤整備

基本
施策5

1 在宅生活を継続するための目標の
　共有化
　住み慣れた地域で安心して暮らし続
けられるような仕組みづくりを進める
ためには、在宅生活の継続に向けて、症
状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や
地域の専門職のみならず、市民を含め
たすべての関係者が目標と情報を共有
することが必要である。そのため、ケー
スごとに地域住民を含め様々な関係者
が参加し、日常生活圏域レベル、市全域
レベル等段階ごとに重層的に設置する
地域ケア会議を活用するなどして、多
職種連携強化や情報共有などの取り組
みを推進する。
2生活支援サービスの充実
　在宅生活の継続に向け、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護等の訪問系サー
ビスを充実させるとともに、24時間
365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援
体制づくりを進めていく。また、ひとり
暮らし高齢者の増加に対し、孤立によ
る生活空間の縮小や、消費者被害、認知
症の進行等の異変を早期に察知し、防
止に向けて必要な支援を行えるよう、
地域の住民や関係機関による見守りの
ネットワークを強化する。また、家族の
介護負担を軽減するため、支援の体制
を充実させるとともに、体系化を図る。
　障害者の地域生活を支援する基幹相
談支援センター、地域活動支援セン
ター、指定特定相談支援事業所の連携
を強化し、地域の中核となる地域活動
支援センターの機能を充実させ、障害
ケアマネジメントの質の向上と利用の
促進を図る。
3保健・医療・介護・福祉の連携の推進
　在宅で療養生活を継続するために
は、保健・医療・介護・福祉に関係する
多職種が連携した、発症から終末期ま
での切れ目ない支援が必要である。そ
のため、武蔵野市医師会と市が共同設
置する武蔵野市在宅医療介護連携支

合事業に移行されることから、多様な
主体によるサービス提供や、地域での
支え合いの重要性はますます高まるこ
とが見込まれる。年齢や障害の有無に
かかわらず、ボランティア学習や福祉
教育、また、地域のイベントへの参加等
を通じたボランティア活動への参加の
きっかけづくりや、誰もが地域を支え
る担い手となる仕組みづくりを推進す
る。さらに、地域住民の主体的な参加を
軸としたテンミリオンハウス事業やレ
モンキャブ事業等、地域における共助
の仕組みである既存事業を充実すると
ともに、市民が主体となる活動に対す
る支援を推進する。テンミリオンハウ
スについては、空白地域における設置
を検討する。
3心のバリアフリー事業の推進
　いかなる状況や状態にあっても、一
人ひとりがその多様性を認められ、個
人として尊重されるべきである。本市
ではこれまでも各種講習会や啓発事業
等の心のバリアフリー事業を行ってき
たが、平成28年に障害者差別解消法が
施行されることに伴い、より一層教育
機関や企業等とも連携し、心のバリア
フリー事業を推進する。

援室を核として、市が従来から取り組
んできた脳卒中地域連携パスやもの
忘れ相談シート等を活用した連携を
さらに推進する。また、ICTの活用によ
るリアルタイムな情報とケア方針の
共有化による医療介護連携の仕組み
づくりを行う。
4医療の機能分化への対応
　高齢化の進展等に伴い、今後は医療
ニーズの高い高齢者の増加が予想さ
れる。限りある医療資源を対象者の状
態等に合わせ、的確かつ効率的に提供
できる体制を確保するため、初期・二
次・三次救急等医療機関の機能分化を
推進する必要がある。他の自治体との
連携等の検討を行いつつ、医療体制の
機能分化について、かかりつけ医の重
要性とともに、市民への理解と協力を
求める。
5生活困窮者への支援
　生活困窮者自立支援法の趣旨に基づ
き、生活困窮者の自立と尊厳の確保に
向け、総合相談や子どもの学習支援等
の事業をさらに充実させる。事業の周
知や関係機関との連携に重点を置き、
支援が必要な人を早期に発見・支援す
る仕組みづくりと、個々の状況に応じ
て継続的に関わっていく伴走型の支援
の充実を引き続き推進する。
　また、様々な社会資源を活用し、一人
ひとりの状況に応じた多様な支援を行
うとともに、既存の支援団体とのより
一層の連携や、地域における新たな支
援団体を育成していくことも検討して
いく。
6認知症施策の推進
　認知症コーディネーターリーダー

（認知症地域支援推進員）を地域包括支
援センターに配置し、認知症疾患医療
センターなどの医療機関との連携によ
り、認知症の早期発見やアウトリーチ型
の対応に努める。また、認知症が疑われ
た場合の相談や支援の流れを市民にわ
かりやすく示すとともに、今後ますます
独居の認知症高齢者が増えていくこと
も勘案しながら、見守り施策の充実や、
市民への認知症理解の普及啓発を進
め、若年、高齢にかかわらず、認知症の
人の地域での生活を支援していく。
7権利を守る取り組みの推進
　判断能力が不十分な市民の生活や財
産等を守るため、権利擁護事業・成年後
見制度の周知を図るとともに、関係機
関、団体との連携を一層深めていくこ
とにより、まちぐるみで支える体制を
整備していく。また、地域が一体となっ
てあらゆる虐待の防止に努める必要が
あるため、虐待防止連絡会等を活用し、
関係機関の連携強化や虐待問題に関す
る知識の普及啓発を図る。
　障害者差別解消法の施行に伴い、市
民一人ひとりが「必要かつ合理的な配
慮」について考え、実践していくため
に、地域自立支援協議会などと協働し
て、積極的な普及啓発活動を推進する。
8災害時における緊急対応
　災害対策基本法の改正に基づき、各
関係機関等と地域福祉活動団体との連
携のもと、災害時における高齢者や障
害者の安否確認や避難支援体制を強化
していくとともに、発災後の生活継続
支援体制を確立していく。また、災害対
策を契機に、地域福祉活動の活性化を
図る。

1健康寿命の延伸に向けた施策
　健康寿命の延伸のため、年代に応じ、
生涯を通じた健康づくりと、疾病の早
期発見・早期治療の観点から、がんの予
防や生活習慣病の重症化予防に効果的
な事業を実施するとともに、心身とも
に健康な生活が送れるよう、食を通じ
た事業を推進する。
　特に、高齢者が主体的に健康づくり
や介護予防に参加できる仕組みについ
ては、既存事業の整理体系化も含めて

「新しい総合事業」の中で地域の力を活
かしつつ、推進していく。
2こころの健康づくり
　生活課題の複雑化などにより、メン
タル面に関わる疾患の発症が増加して
いる。早期発見と早期対応がこころの
健康の回復、ひいては、自殺の予防にも
つながる。こころの健康に対する市民
の意識向上や知識の普及に取り組む。
また、メンタル面に関わる疾患が複合
的要因によるものであることを踏ま
え、関係機関との連携強化を図るとと
もに、発症を予防するための効果的な
取り組みの情報共有を進め、相談体制
を充実する。
3感染症発生への対策
　新型インフルエンザ等対策行動計画
に基づき、発生に備え関係部署と連携
して必要なマニュアル等の整備を進め
るほか、その他の危険性の高い感染症
発生時においても市民の生命及び健康
を守るための対策強化に努める。

1高齢者・障害者の活動支援の促進
　高齢者にとっては、社会参加が最大
の介護予防や健康寿命の延伸につなが
るという考えのもと、高齢者が社会に
おける役割を見いだし、仲間づくりや
地域活動などに参加しやすい仕組みを
つくっていく。そのため、高齢者の社会
参加・社会貢献活動への参加の意欲を
高めるとともに、地域による支え合い
の仕組みを推進するため、地域支え合
いポイント制度（仮称）の創設と先進的
な活用方法を検討する等、多様な取り
組みを支援する。また、障害者や引きこ
もりの人が、社会の一員であることを
自覚でき、孤立したり疎外感を感じた
りすることなく暮らしていける環境づ
くりが重要である。さらに、高齢者だけ
でなく障害者も、社会参加や文化・芸
術、スポーツを通じて自己実現を図れ
る仕組みづくりを推進する。
2高齢者・障害者の雇用・就労支援
　高齢者・障害者にとっても、就労は
経済的に自立する手段であるととも
に、生きがいとなりうる活動でもあ
る。就労にあたって、一人ひとりの実
情に配慮した支援を行うとともに、企
業や事業者に対する働きかけや支援
も必要である。（公社）シルバー人材セ
ンターに対し、介護保険制度改正によ
る生活支援サービスのニーズの増大
や、これまでも行ってきた生活の中で
のちょっとした困りごとへの対応な
ど、事業拡充に向けた支援を行ってい
く。また、高齢者のさらなる雇用促進
に向け、（公社）シルバー人材センター
の一般労働者派遣事業への参入につ
いても検討を促す。

　さらに、平成30年の改正障害者雇用
促進法施行に向けて、障害者就労支援
センターを中心とするネットワークを
活用し、事業者に対する周知と雇用・就
労支援を実施していく。
3介護・看護人材の確保
　深刻化する介護・看護の人材不足に
対応するため、関係団体と連携し、介護
職や看護職等を対象とした研修の充実
を図るとともに、介護・看護職員が自ら
の仕事にさらなる意欲を持って働き続
けられる仕組みづくりを推進する。経
験を有する潜在的な有資格者の再就労
支援や、広域連携を視野に入れた人材
の確保についても検討する。また、先進
的な知識や技術を共有化することによ
り、介護・看護現場の活性化や質の向上
を図る。
4地域資源とニーズのマッチング
　介護保険サービスを補完する生活支
援サービスの充実のためには、地域の
高齢者等が担い手として活躍できるこ
とがより重要となってくる。地域の
ニーズを掘り起こし、既存の地域資源
や人材とのマッチングやネットワーク
づくりの中心的な役割を担う生活支援
コーディネーターを地域包括支援セン
ターに配置するとともに、生活支援
サービスの体制整備を検討する。

1福祉サービスの再編
　障害者の高齢化・重度化・重複化や
介護者の高齢化により、居住系サービ
ス基盤（グループホーム等）などのさ
らなる整備に対するニーズは介護者
を中心に高まっている。重度の障害が
あっても住み慣れた地域での生活を
継続していくことが可能な、相談支援
機能や緊急時の在宅生活のバック
アップ機能などを備えた地域生活支
援の拠点となる入所施設の市内整備
も必要である。障害者福祉センターに
ついても、今後の障害者福祉施策の中
での位置付けを検討したうえで運営
体制等の見直しを図る。
　障害者総合支援法の法内サービスの
充実などにより、引き続き扶助費の増
加が見込まれる。そのため、既存のサー
ビスを検証し、再編を行うことによっ
て、財源の配分を基盤整備にシフトさ
せていく。また、福祉サービス事業所の
第三者評価受審の勧奨等を行うこと
で、引き続きサービスの質の向上を
図っていく。（公財）武蔵野市福祉公社
と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
は、自助・共助・公助による“まちぐるみ
の支え合い”を推進していくため、それ
ぞれの役割の明確化を行ったうえで統
合の準備を進める。
2くぬぎ園の跡地利用
　医療ニーズの高い障害者に対応可能
な施設の整備等が課題である。くぬぎ
園の跡地の活用については、高齢者と
障害者を一体的にケアすることがで

不老体操
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青少年の成長・自立への支援基本
施策3

子ども・子育て家庭を支援する体
制・施設の整備

基本
施策4

地域社会全体の連携による子ど
も・子育て支援の充実

基本
施策2

子ども自身の育ちと子育て家庭
への総合的支援

基本
施策1

Ⅱ
セカンドスクール ▼

子ども・教育

　青少年期は、自然体験やスポーツ、芸
術・文化など様々な実体験を積み重ね
ることで、自ら考え、責任を持って行動
できる人間として成長していく時期で
ある。そのような大切な時期を健全に
過ごせるよう、次代の担い手である青
少年の成長を社会全体で支えていく取
り組みが重要である。
1小学生の放課後施策の充実
　地域子ども館あそべえと学童クラブ
では、相互の交流時間を拡充し、連携を
進めているが、さらなる連携強化と質
の向上により、育ちの環境を充実させ
ることが必要となっている。今後は、

（公財）武蔵野市子ども協会（以下「子ど
も協会」という）への委託による運営主
体の一体化を進め、両事業の連携と体
制をさらに強化する。また、子ども協会
の有する専門性を活用するとともに、
児童館で培ってきた相談機能や多様な
遊びを通して子どもの成長を支援する
スキルを付加していくことで、小学生
の放課後をより豊かにできるよう機能
の充実を図る。
　学童クラブ事業については、より必
要度の高い低学年において待機児童を
出さないよう取り組みを進める。高学
年児童（障害のある5〜6年生を含む）
については、学童クラブの在籍児童の
状況を踏まえて、あそべえと連携した

　多様化する子育て支援ニーズに対応
するため、様々な子育て支援サービス
を提供してきた。一方で、対象者や目的
が重複している事業もあり、利用者が
適切に選択できるよう体系的に整理す
る必要がある。各施設の機能・役割や子
育て施策を整理・検証したうえで、全市
的な子育て施設や施策のあり方、今後
の整備方針を定めていく。
1 子ども自身による意見反映への取り

組み
　子どもに関する施策の推進にあ
たっては、当事者である子ども自身の
声を受け止め、反映する場を設けてい
く必要がある。次代の親を育成する観
点と子ども目線に立った事業展開を
図る観点から、子どもプランの点検・
評価、次期プラン策定に意見を反映す
る場として「中高生世代会議（仮称）」
を開催する。
2幼児期の教育の振興
　幼児期は、生涯にわたる人格の土台
をつくる重要な時期であり、将来に向
け、たくましく生きていく力を身に付け

　第五期長期計画の重点施策として
「子育てネットワークの多層化」が挙げ
られている。子どもと家族、地域の絆や
関係性の希薄化を補い、地域・団体・事
業者・行政などの多様な主体による子
育てネットワークづくりに引き続き取

　今日、核家族化が進んでおり、また、
近隣・地域との関係が希薄になってい
ることで、保護者の子育てに対する負
担や不安感が増している。子どもの将
来がその生まれ育った環境によって左
右されることなく、健やかに育ち、自ら
の将来に向け力強く成長できるよう、
すべての子どもと子育て家庭に対して
総合的な支援を行っていく。
1 一人ひとりの子ども、それぞれの家

庭への支援
　子育ちと子育てを支援するため、家
庭の教育力や子どもの育ちに着目し
た各種講座等の事業や、親子がふれあ
い絆を深めるための事業を実施して
いく。
　また、就業環境やライフスタイルの
変化等により子育てを取り巻く環境が
大きく変化してきており、地域社会全
体で支援する施策が求められている。
ワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、市内事業者を対象とした講演会や
セミナーを開催し、関係団体等との連
携を図りながら、職場の意識や働き方
の改革を支援する。
　心身に何らかの障害のある子どもや
その親が、地域で安心して生活し続け
られるように、障害や発達の状況に応
じた適切かつ、ライフステージの節目
で途切れることのない支援が必要であ
る。母子保健事業や療育機関、子ども関
連施設、教育機関の連携を強化する仕
組みを検討する。障害児保育、学齢期に
おける特別支援教育、学童クラブや放
課後等デイサービス事業等の放課後活
動の支援について整備・充実を図る。
　すべての子どもが、その家庭の経済
状況にかかわらず健やかに育つことが
できるよう、児童手当、医療費助成等の
経済的支援を引き続き実施する。市が
独自に行っている助成については、適
正な受益者負担及び必要な人へ的確に
支援を届けていく観点から必要な見直
しを行っていく。

き、かつ、地域での生活継続にも十分に
配慮した医療系サービスを核とする多
機能複合型施設の設置等を視野に入
れ、土地の所有者である東京都と継続
的に協議を進めていく。
3特別養護老人ホームの市内整備
　後期高齢者の増加に伴い、今後も中・
重度の要介護高齢者の増大が見込まれ
るため、介護予防拠点も含めた地域包
括ケア推進機能を併設した特別養護老
人ホームを市内に誘致する。
4 市有地活用などによる福祉インフラ

整備事業の検討
　福祉サービスの基盤整備を計画的
に行っていくため、東京都の福祉イン
フラ整備事業やPPP（官民連携）の手法
等を参考に、未利用の市有地を活用す
るなど、中長期的な展望に立った本市
独自の福祉インフラ整備事業を検討
する。

2 子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実

　子育てを取り巻く環境の変化によ
り、児童虐待への対応件数が全国的に
増え続け、重大事案も発生しているほ
か、DV被害についても認知件数が増
えていることから、早期発見に向けた
市民等への啓発、周知のほか、相談しや
すい窓口づくりについても一層進めて
いく。子育て不安や児童虐待のおそれ
等により支援を要する家庭へのサポー
トを行うとともに、子育て支援ネット
ワーク（要保護児童対策地域協議会）等
関係機関の連携強化及び相談員の専門
性・対応力の向上を引き続き図る。
　近年、親の就業形態や経済状況等に
よる子どもの貧困問題が顕在化してお
り、その連鎖を防ぐ取り組みが課題で
ある。子どもの貧困の連鎖を防止する
ため、生活困窮者自立支援法に基づく
学習支援事業等を実施するとともに、
生活困窮家庭の子どもへの支援のあり
方について、子ども、教育、福祉分野の
庁内関係各課で構成する子ども支援連
携会議で検討を進める。また、学校にお
ける総合的な子どもの貧困対策とし
て、スクールソーシャルワーカーによ
る相談支援や学習支援などの対策を進
めていく。
　経済的に困難な状況に置かれている
ひとり親が、安定した就業によって経
済的に自立し、仕事と子育てとを両立
できるよう、相談体制の充実を図り、就
業支援のほか手当等の経済的支援や日
常生活支援を実施していく。
3 待機児童対策と多様な保育ニーズへ

の対応
　乳幼児数の増加と多様な就労機会の
拡大などにより、保育所待機児童対策
は喫緊の課題となっている。市では、平
成24年度からの3年間で624名の定員
枠を増加し、2,370名分の枠を確保し
たところである。今後は、計画的に0・1
歳児及び3歳児への対策を行い、引き
続き保育ニーズを把握し、早期の待機
児童解消を目指す。また、地域型保育事
業と保育所等との連携体制の確立を進
める。
　子ども・子育て支援新制度に位置付
けられた事業所内保育事業や居宅訪問
型保育事業、一時預かり事業等の多様
な保育ニーズへの対応について検討を
進めるなど、安心して働き続けられる
ための支援を行っていく。
　一方、保育所等に対する認可手続き
の審査や指導検査体制を確立していく
とともに、武蔵野市保育のガイドライ
ンを指標として、武蔵野市全域の保育
の質の維持・向上を図っていく。
　新武蔵野方式による市立保育園5園
移管後の評価・検証を実施するととも
に、新制度下における市立保育園の役
割について検討を行う。
　保育に関するサービス利用と利用者
の適正な負担については、定期的な検
討と見直しを行っていく。

受け入れのための整備を図る。
2 豊かな人間性と社会に踏み出す意欲

の育成
　豊かな人間性を醸成し、青少年の成
長を支援するため、様々な学習や体験
の機会を提供していく。
　高校中退などで学校や地域と離れ
てしまった青少年に対しては、将来の
展望につながる支援を継続的に実施
する必要がある。広域的な連携も視野
に、自分自身では解決できない課題や
悩みを抱え、将来に展望が持てない青
少年に対し、居場所の提供や仲間づく
り支援、世代間交流、学習支援を含む
日常生活支援を行う中で、再チャレン
ジを応援する。一方、そのような状況
を未然に防ぐため、学校教育において
も、教育支援センターを中心にして学
校生活や社会への適応に向けた支援
を推進していく。
3自然体験事業の拡充
　自然の中での様々な体験は、子ども
たちの健やかな心身をはぐくみ、仲間
意識、道徳観、正義感等が養われること
が期待されることから、より充実して
いく必要がある。地域住民の自主的な
活動に対し、プレーパークで実践して
いるノウハウの提供や公園の利活用等
の支援を行うとともに、子どもたちが
地域で遊び、育っていけるよう出張プ
レーパークを拡充していく。
　ジャンボリー事業は、地域の市民や
団体がより積極的に関わることができ
る仕組みを研究するとともに、これま
での実績を踏まえたうえで、実施方法
を含めたあり方について検討する。
4地域活動への積極的な参画支援
　青少年自身が地域の一員であるとい
う自覚や愛着を持てるよう、また地域
の活動に積極的に参加できるよう取り
組みを進める必要がある。地域のリー
ダーを育成するための講座を実施し、
活躍の場を提供するとともに、地域の
中心として活動が継続できるような方
策を検討する。また、若い親世代が、学
校のPTA活動はもとより、地域の事業
や青少年の健全育成事業に参画できる
ような手法も検討する。

り組み、地域社会全体で子ども・子育て
を支えていく。
1 子育て支援団体や関連施設とつなが

る仕組みづくりと情報発信の充実
　NPOや地域団体など多様な主体に
よる子育て支援の推進を図るために、
子育て支援団体、関連施設同士をつな
げる新たな仕組みが必要である。子育
てひろばを運営、実施している施設や
団体関係者によるネットワークを構築
する。
　また、誰もがいつでも子育てに関す
る最新の情報を入手し、共有すること
のできるよう、行政情報をはじめ、民間
情報・地域情報を一元化したウェブサ
イトの開設などを検討する。
2共助の仕組みづくり
　子育てや子どもの安全を地域全体で
支え合う機運を、より一層醸成する必
要がある。来所型事業では対応できな
い子育て家庭への支援として、共助の
仕組みを活かした新たな訪問支援型事
業の導入を検討する。また、地域の子育
て力向上が求められていることから、
子育て中の親自身も含めた地域におけ
る子育てボランティアなど、教育・保育
サービスの担い手の育成及び拡充を図
るための講座や交流会、研修会等を実
施する。
　子どもが巻き込まれる犯罪を未然に
防ぎ子どもの安全を確保するため、引
き続き学校や子育て支援施設、地域に
おいて相互の連携を深め、市内の防犯
機能を強化する。

学童クラブ
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次代を担う力をはぐくむ学校教育基本
施策5

Ⅲ
吉祥寺音楽祭 ▼

文化・市民生活

地域社会と市民活動の活性化基本
施策1

互いに尊重し認め合う平和な社
会の構築

基本
施策2

市民文化の醸成基本
施策3

るため、幼児期の教育をより充実した
ものとする必要がある。子どもの望ま
しい発達を支えるため、環境の整備、保
育者の資質や専門性の向上、関係機関
の連携など様々な取り組みを進める。
　また、待機児童対策への対応も含め
て、幼稚園を活用した預かり保育の充
実に対する補助の見直し、拡充を図る。
3桜堤児童館の機能拡充
　桜堤地区における乳幼児・児童の増
加に伴う子育て家庭への支援事業の必
要性、保育所待機児童の増加、小学生の
放課後の居場所など多様なニーズに的
確に対応するため、桜堤児童館は、地域
が求める課題解決に向け、市民の意見
を聞きながら子育て支援機能の拡充を
図り、地域の子育て支援団体をはじめ
とする民間の活力や市民の力を活かし
た運営を行っていく。
4市立保育園の改築・改修計画の策定
　市立保育園について、待機児童の状
況を勘案しながら改築・改修計画を策
定する。子ども協会に移管した保育所
等について改築・改修に対する協力支
援を行っていくとともに、その他民間
認可保育所についても必要な支援を
行う。

　国の第2期教育振興基本計画の策定
をはじめ、教育委員会制度や障害者基
本法の改正、障害者差別解消法やいじ
め防止対策推進法の制定など、学校教
育に関わる制度が大きく変化してい
る。第二期武蔵野市学校教育計画に記
載した施策・取組を着実に実施し、今
後、子どもたちが、知性・感性を磨き、自
ら未来を切り拓いていく力を身に付け
ることができるよう、学校教育の充実
を図っていく。
　また、子どもたち一人ひとりの興味
や関心を大切にし、主体的な学びを重
視する教育を進めるとともに、すべて
の教育活動を通して、人権尊重の精神
を基盤に互いに尊重し合う態度や他者
とともに生きる力をはぐくんでいく。
1 確かな学力と個性の伸長
　習熟度別・少人数指導など個に応じ
た指導を発展的な学習についても充実
させるとともに、各教科のねらいを実
現させる手立てとして、知的活動（論理
や思考）やコミュニケーションの基礎
となる言語活動の充実を図る。また、外
国語によるコミュニケーション能力を
高めるため、英語教育の充実を図る。
　さらに、子どもたち一人ひとりの基
礎的・基本的な知識・技能の習得や思考
力・判断力・表現力等を育成するため、
効果を見極めたうえでICT機器等を計
画的に整備し、効果的な学習を推進し
ていく。併せて、情報化の負の側面に対
応し、情報社会で適正な活動を行うこ
とができる考え方や態度をはぐくむた
めの情報モラル教育を行う。
2 豊かな人間性や社会性をはぐくむ教

育の推進
　子どもたちの知的好奇心や豊かな人
間性をはぐくみ主体的かつ協働的に学
ぶ姿勢を育てるため、セカンドスクー
ルなど農山漁村でのふるさと生活体験
や自然体験活動の質の向上を図る。ま
た、子どもたちの豊かな感性や創造力
を高めていくため、音楽や美術、演劇の
鑑賞など文化的・芸術的活動を充実し

ていくとともに、環境教育などの取り
組みも引き続き推進していく。さらに、
子どもたちの目を社会にも向けさせ、
自己と社会との関係を考えるための市
民性を高める教育や小中9年間を見通
したキャリア教育を一層推進する。
　いじめ問題については、「武蔵野市い
じめ防止基本方針」に基づいて、未然防
止・早期発見・迅速で確実な対応の充実
を図る教育活動を展開する。
3健やかな体をはぐくむ教育の推進
　子どもたちが心身ともに健康で、明
るく活力ある生活を営むために、体育
を専門とする学習指導員の充実や部活
動への支援を行い、学校の教育活動全
体を通した体力づくりの取り組みに努
める。
　学校教育における食育推進のため、
全小学校への自校調理施設の配置を学
校の改築の時期を踏まえて計画的に進
めるとともに、地域人材の活用を含め
て効率的な施設運営を行っていく。ま
た、全世代を対象とした食に関する啓
発を推進するセンター的機能を兼ね備
えた、中学校の新たな共同調理場の設
置を検討する。
4学校と地域との協働体制の充実
　学校・保護者・地域住民が協働しなが
ら、子どもたちの豊かな成長を支え、地
域とともにある学校づくりを進めるた
め、学校から家庭や地域への積極的な
情報発信を行うとともに、各小中学校
に設置されている開かれた学校づくり
協議会について、小学校と中学校の連
携をより深めて、地域と協働した学校
経営を一層推進する。また、保護者や地
域住民の学校運営への参画を図るため
の仕組みづくりを検討する。地域の企
業や大学などの教育資源の連携によ
る、特色ある教育活動を実践するため、
地域のネットワークづくりを教育推進
室が核となって確立していく。
5特別支援教育・教育相談の充実
　子どもたち一人ひとりの教育的ニー
ズに対応したきめ細かい指導・支援を
受けられる体制づくりを、本市独自の
個別支援教室の全小学校での整備や都
の特別支援教室の導入により推進す
る。また、児童生徒数の推移を見極めな
がら、特別支援学級の検討・設置を計画
的に進めていく。インクルーシブ教育
システムの構築も見据え、交流及び共
同学習、合理的配慮、基礎的環境整備等
を視野に入れて、多様な学びの場の確
保に向けた取り組みを進める。併せて、
理解を促進するための広報や啓発、教
育などを行っていく。
　学級をサポートするための支援人
材や派遣相談員などの役割の整理と
適切な配置を進めるとともに、必要に
応じて拡充を図る。また、スクール
ソーシャルワーカーの配置と支援体
制を充実させ、学校だけでなく、関係
機関等との多様なネットワークを早
期に構築することにより、不登校、虐
待などの問題を抱える子どもや家庭
への支援を行っていく。
6学校・教員支援体制の充実
　教員の資質の向上や新たな教育課題
への対応力を高めるため、個々の教員
をきめ細かく支援する教育アドバイ
ザーの活用を進めるとともに、職層別
研修を充実し教員のスキルアップを支
援する。

　学校の教育活動に対する支援や教職
員への業務負担の軽減を図るため、教
育推進室については教育センター的機
能を発展・充実させていく。将来的に
は、学校施設の改築等に合わせて、その
他必要な機能を備えた教育センターと
して早期に実現を図る。
79年間を見通した小中連携と幼保小
の接続の促進
　国の動向も踏まえ、小学校と中学校
の連携及び一貫した教育のあり方につ
いて検討する。子ども一人ひとりに対
する継続した指導や支援を一層充実さ
せるため、9年間を見通した小中連携
の取り組みを強めるとともに、幼稚園、
保育所から小学校への接続をスムーズ
に行うための連携も推進していく。
8 安全な教育環境づくりと計画的な学

校整備・改築の推進
　子どもたちが安心して学校生活を送
れるよう、安全な学校づくりを進める
必要がある。防犯教育・交通安全教育・
防災教育を進め、地域ぐるみで子ども
の安全を守る体制づくりを推進する。
　学校施設は、計画的な予防保全を実
施するとともに、新たな教育課題への
対応や適正規模のほか、小中一貫教育、
防災機能、多機能化・複合化等のあり方
を踏まえて、学校施設整備基本方針及
び学校施設整備基本計画（仮称）に基づ
いた整備・改築を着実に実施していく。

1地域のつながりの共有
　「これからの地域コミュニティ検討
委員会」の提言を受けて、誰もが自由に
参加でき、地域で解決すべき課題につ
いて共有し、話し合うことができる場
である地域フォーラムの取り組みを支
援するとともに、市民の活動拠点であ
り、また、多世代が集う居場所として、
コミュニティセンターにふさわしい機
能を充実させる。なお、誰もが利用しや
すい施設とするため、エレベーターの
ないコミュニティセンターについて
は、バリアフリー化への取り組みとし
て設置等を検討する。また、これらを踏
まえて、「公共施設等総合管理計画」に
基づいたコミュニティセンター全体の
整備計画を策定する。
　昭和46年に策定したコミュニティ
構想の理念を継承しつつ、将来的には
コミュニティや福祉などの活動区域
を統合することも含めて整理し、本市
らしい新たなコミュニティ構想を検
討する。
2市民活動の活性化
　豊かで活力のある地域社会を発展さ
せるため、NPO・市民活動団体、企業や
大学、さらにコミュニティ活動団体等、
多様な主体間での連携と協働を実現し
ていく。
　あらゆる世代の多様なキャリアを持
つ市民が市民活動や地域活動に取り組
むための意識啓発と行動に移すための
支援を行う。

1一人ひとりが尊重される社会の構築
　誰もが安心して暮らしていくために
は、偏見や差別がなく、虐待などが起こ
らない社会を構築する必要がある。人
権について一人ひとりが関心を持ち理
解を深めていく活動を推進する。
2男女共同参画計画の推進
　男女が、社会の対等な構成員として、
互いに尊重し合い、自分らしい生き方
ができる環境を実現するため、第三次
男女共同参画計画を着実に推進する。
　そのため、あらゆる施策に男女共同
参画の視点が反映できるよう取り組む
とともに、男女平等意識をはぐくむ啓
発活動や、家庭・地域・事業者などと連
携し、生活と仕事が両立でき、一人ひと
りの個性と能力が発揮できる環境整備
に努める。こうした施策の実効性を確
保するため、推進拠点となる「むさしの
ヒューマン・ネットワークセンター」の
機能充実や男女共同参画基本条例（仮
称）の制定など推進体制の整備を図る。
3平和施策の推進
　戦後70年を超える歳月が流れ、戦争
体験者の証言記録や戦争資料を残す
ことが困難になってきていることか
ら、これらの記録や資料の収集作業を
引き続き実施し、資料の整備を推進す
る。本市の歴史の記憶を、次代を担う
若い世代に継承していくとともに、今
後も、戦争のない世界を実現するため
に武蔵野市から国内外へ平和の意義
を発信する。

1文化振興に関する方針の策定
　文化は一人ひとりの心の豊かさや創
造性をはぐくむと同時に、地域のつな
がりを強めるときに力を発揮する。ま
た、文化は都市の魅力を高め、これから
の産業の振興を図るうえで重要な要素
であり、市民活動、生涯学習、福祉、教
育、産業、まちづくり等様々な分野と関
連する。文化を振興し、文化で地域の持
続的な発展を目指すことを目標とし、
文化振興に関する方針を策定する。
　（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武
蔵野生涯学習振興事業団の活動はとも
に、市民にとっての市民文化の享受と
発信に資するものである。これらを一
体的に推進し、さらなる市民文化の発
展を目指していくため、両法人の統合
の準備を進める。
2文化施設の再整備
　文化施設は、市民の生涯学習の場と
して重要であるとともに、現代におい
ては地域の魅力を市外や国外に発信
する拠点としてその位置付けが再認
識されている。公共施設の配置のあり
方を踏まえ、老朽化する施設の整備や
更新を好機と捉え、現代及び将来の
ニーズに合わせて、役割や位置付けを
見直し、周辺あるいは関連施設も含め
て新たな価値を創造する施設へと再
編していく。
　築後50年を超える武蔵野公会堂の
建替えは、周辺街区を含めた吉祥寺駅
南口の再開発に留意し、民間事業者と
の協力の可能性も含めた検討を進め
る。吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣
接する音楽室のあり方を含め、引き続
き検討する。三駅周辺には集会機能や
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地域の特性を活かした産業の
振興

基本
施策5

都市・国際交流の推進基本
施策6

市民の多様な学びやスポーツ活
動への支援

基本
施策4

災害への備えの拡充基本
施策7

多様な危機への対応の強化基本
施策8

1生涯学習機会の拡充
　誰もがいつでもどこでも、学びたい
ときに学び始めることができるという
生涯学習の理念を実現するため、多様
な事業主体と連携することにより、事
業の充実と生涯学習情報の共有化を推
進する。
　日中に仕事等がある市民へも学びの
環境が提供できるよう、生涯学習プロ
グラムの受講機会の拡大を図る。
　武蔵野プレイスや武蔵野ふるさと歴
史館など、生涯学習の拠点がその目的・
役割を達成するために、運営状況や事
業内容を効果検証しつつ、市の各部署・
関連施設をはじめ、生涯学習団体、大
学、研究機関・企業との連携を進め、多
様な事業展開を図る。
2スポーツの振興と施設の再整備
　平成31年にはラグビーワールド
カップ、平成32年には東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催される。両
大会に向けてスポーツの機運を醸成
するとともに、障害者スポーツの振興
を図る。
　市民の生涯学習・スポーツ活動を支
援するため、総合体育館、温水プールな
ど既存施設は、バリアフリーをはじめ
とする整備・更新を計画的に行う。ま
た、旧桜堤小学校跡地へのスポーツ広
場の設置については、桜野小学校の児
童数の推移などを勘案したうえで整備
を進める。

3図書館サービスの充実
　子どもが読書に親しみ、本を通じて
得た豊かな知識を社会生活へと活かし
ていけるよう、乳幼児期からの切れ目

1交流事業のあり方の検討
　国内交流においては都市と地方が相
互に補完し共存すること、国際交流に
おいては平和・友好に資するため、青少
年の異文化交流や市民の相互理解を深
めることを目指す。これらの事業をさ
らに効果的に進めるため、多様な主体
の参加を得ながら、市民の相互交流の
あり方を検討する。
2 市内に在住する外国人等への
　日常生活支援
　市内に在住する外国人の多国籍化及
び定住化に伴い、より多くの言語かつ
複雑で専門性が求められる相談が増え
ている。これらのニーズに対応するた
め、（公財）武蔵野市国際交流協会を中
心に近隣自治体などとの連携を視野に
入れ、対応できる人材を確保・育成して
いく。また、外国人が地域において安心
して生活し、活躍できるよう、わかりや
すい広報紙や、ホームページの制作に
より、外国人への生活等の情報提供を
充実させるとともに、地震等の災害に
対する知識・対処方法等の周知及び発
災時の支援体制の整備を行う。

1産業振興計画の推進
　武蔵野市産業振興計画により明確化
された市、商工会議所、商店会連合会等
関係機関の役割に則り、さらに地域の
大学やNPO等との連携を深めながら、
産業振興策を計画的に推進する。
2商業の活性化
　商店会については、実態を把握し、
必要に応じた商店会同士の連携や統
合、法人化等を促すとともに、個店の
新規加入及び商店会の維持・発展がで
きるよう、特性に応じた支援を行う。
また、全商店会に共通する担い手不足
を解決するため、新たな人材やNPO・
大学などに対し、商業活性化の活動へ
の参加を促し、まちの活性化につなげ
ていく。
3都市型産業の育成
　市内の経済活動を維持し、発展させ
るためには、新たな事業者の参入によ
る活性化が必要である。このため、本市
での事業を希望する者が、市内で活動
できるよう、創業支援を実施するとと
もに、本市の特性に合った産業として、
コンテンツ産業などの文化産業の育成
及び知識集約型産業などの支援を図
る。また、地域で活動する団体等が、安
定的・持続的に地域課題のための事業
に取り組めるよう、コミュニティビジ
ネスへの支援を行う。
4 中小企業への支援・セーフティネッ

トの充実
　市内の経済を支える中小企業の健
全な経営活動を促進するため、引き続
き融資あっせん等の支援を行う。ま
た、働くことを希望する市民が安定し
て働くことができるよう、関係機関と
連携し、セミナー等の情報提供や就労
機会の拡大及び雇用・労働環境の充実
を図る。
5都市農業の振興と農地の保全
　都市における農業は、新鮮な農産物
の供給、農業体験の場の提供、災害時の
一時避難場所や、食育のほか、自然環境
保全に欠かせない機能を有している。
今後も農業従事者、NPO及びJAとも
連携しながら、市民が農業にふれ合う
機会を設け続けるとともに、農業振興

ホール機能を有する施設が重複して
おり、役割の整理が必要である。集会
機能を有する市民会館やホール機能
を有する芸能劇場は、それぞれの圏域
における面的な施設配置から役割や
位置付けを検討する。既に築後70年を
超える松露庵は、市民文化会館の茶室
と併せて、今後の有効的な活用等を検
討する。
3 東京オリンピック・パラリンピック

を見据えた文化交流の促進
　オリンピック・パラリンピックは、ス
ポーツの祭典であるとともに、文化の
祭典としての意味合いも持っている。
東京オリンピック・パラリンピックに
向けて、多様な文化の交流の場である
文化プログラムの実施を検討する。
4 魅力ある都市文化の発信と都市観光

の推進
　成熟した都市文化は本市の大きな魅
力の1つである。今後も文化的な資源
を発掘するとともに、市の内外を問わ
ず、より多くの人に、よりわかりやすく
本市の魅力を発信する。また、近年増加
している外国人旅行者も含めた観光客
を受け入れるための環境整備を進め、
来街者の誘致につなげていく。

のない読書活動支援や学校図書館との
連携等を推進していく。また、地域にお
ける様々な資料・情報の収集・整備やレ
ファレンス・サービスの向上等によっ
て、市民の学びや課題解決を支援する。
　図書館に期待されるサービスが多様
化しており、効率的・効果的に対応する
ために、中央図書館を中核とした図書
館のあり方を確立する。吉祥寺図書館
は、武蔵野プレイスでの実績を踏まえ、
指定管理者制度の導入を検討し、地域
や施設の特性に応じた特徴ある図書館
を目指す。
4歴史文化の継承と創造
　武蔵野ふるさと歴史館は、市の歴史
文化を次世代に伝える活動の拠点とし
て、広く教育、学術及び文化の発展に寄
与することを目的としている。また、ま
ちの歴史を知ることは、まちの愛着へ
とつながり、市民活動を担う大きな動
機付けとなる。歴史文化に親しむ機会
の提供を通じて、市民の学びを支援す
るとともに、歴史的価値の継承と創造
に取り組む。

1防犯力の向上
　市内での犯罪件数は減少しているも
のの、治安に対する関心が増している。
犯罪の抑止力となる防犯カメラの設置
場所及び台数を含め、今後のあり方を
検討する。また、「市民パトロール」の活
動も活性化してきており、市、関係機関
との密接な連携を進め、まちぐるみで
安全・安心なまちづくり体制を整備す
る。そのために、各種パトロールの既存
の巡回エリアや活動内容についても必
要に応じた見直しを行う。
　商店会や若者の自主的な活動など、
地域や市民による防犯活動を進めるこ
とで、多様な視点からまちを見守り、体
感治安の向上を図る。
2新しい危機への態勢の整備
　予測や予防が困難な危機は、1つの
自治体のみの問題ではなく、広域にわ
たり対応を取る必要がある。市内関係
機関との連携にとどまらず、周辺自治
体・周辺関係機関を含めた広域連携を
進め、市民への情報提供を迅速に行う。
危機に直面したときに適切かつ迅速な
対応が取れるように、国民保護計画の
改定を行い、活動内容を再確認すると
ともに、広域連携による訓練を繰り返
し実施し態勢の強化を図る。
3消費生活の安定と向上
　消費者が消費生活において適切な判
断ができ、被害にあわないように、消費
生活講座等、賢い消費者を育成するた
めの事業を充実させる。また、関係機関
と連携し、悪質商法や詐欺等の被害者
となりやすい高齢者や若年層を中心
に、被害防止の啓発、被害状況の広報な
ど市民への周知を引き続き行い、その
他にも被害の拡大を防止する効果的な
方策を検討する。

1防災態勢の強化
　災害発生時において市は、被害状況
をはじめ、市を取り巻く状況を正確か
つ迅速に把握することが、その後の初
動対応をするうえで重要である。また、
高齢者、障害者及び外国人等も自ら情
報を受発信できるように、停電の発生
も想定した多様な情報収集・伝達手段
を検討する。
　避難所及び避難所運営の充実のた
め、避難所の生活環境の整備、災害時の
学校利用計画の策定、市立小中学校全
校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時
には市民が必要に応じて円滑かつ迅速
な避難ができるよう、日頃からの市民
主体の防災訓練の重要性を市が発信す
るとともに、避難所運営組織も発信で
きるよう支援していく。また、避難生活
において、介護の必要な高齢者や障害
者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが
提供できるよう、福祉避難所の充実を
図る。
　全国の自治体、関係機関、民間企業、
ボランティアなどが、効率的かつ効果
的な支援活動をすることが可能となる
よう、実効性のある受援計画を検討す
る。また、友好都市との広域的な連携体
制を構築するとともに、近隣自治体に
おいても、連携して災害に対応できる
よう相互協力体制を強化する。
2災害に備えたまちづくり
　「耐震改修促進計画」に基づき建築物
の耐震化を一層進める。中でも、特定緊
急輸送道路は、災害時の救急救命・消火
活動、物資の輸送など、救助復旧の生命
線であり、沿道建築物の倒壊による道
路閉塞を防ぐために、国や都と連携を
図り、一層の耐震化を進めていく。　
　大規模災害時には、火災を伴うこと
が予想され、延焼が拡大する危険があ
る。木造密集地域や消防水利が不足し

ている地域における延焼の拡大を防ぐ
ために、防火水槽の整備を引き続き進
める。
3災害復興の検討
　これまで、災害予防や応急対策に視
点を置いた対応を進めてきており、今
後は災害発生後の復興についても検
討する必要がある。復興は、都市基盤
ばかりでなく住宅、福祉、医療、産業等
の施策を総合的かつ計画的に進める
ことが重要である。災害発生後に迅速
かつ適切な対応を取ることができる
ように、全庁的な取り組みにより都
市、住宅、くらし（福祉・医療）、産業の4
つの復興の総体として災害復興に関
する対策を引き続き検討し、あらかじ
め災害復興マニュアルを策定する。ま
た、中長期的に持続可能なまちづくり
を見据えた復興とするために、広域連
携の強化を進める。
4住宅の耐震化の促進
　大規模な震災に備え、市民生活の拠
点である住宅の耐震化は喫緊の課題
である。住宅・マンションの耐震化を
促進し、震災等による被害を最小限に
抑えるため、引き続き、耐震化に係る
費用の助成、制度の周知、必要性につ
いての普及啓発や様々な情報を提供
するとともに、住まいの状況に応じた
支援を行う。耐震化と併せ、狭あい道
路整備等の誘導策についてさらなる
取り組みを行い、災害に強いまちづく
りを進めていく。

ファミリースポーツフェア

基本計画に沿って農業の振興及び農地
の保全を図っていく。
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Ⅳ
吉祥寺の杜　

宮本小路公園 ▼

緑・環境

市民の自発的・主体的な行動を促
す支援

基本
施策1

環境負荷低減施策の推進基本
施策2

「緑」を基軸としたまちづくりの
推進

基本
施策3

循環型社会システムづくりの
推進

基本
施策4

生活を取り巻く様々な環境の変
化に伴う新たな問題への対応

基本
施策5

Ⅴ
景観まちづくり　
ワークショップ ▼

都市基盤

地域の特性に合ったまちづくりの
推進

基本
施策1

都市基盤の更新基本
施策2

1総合的な環境啓発の推進
　資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、
生活環境などの多様な視点から、「水の
学校」の発展など環境啓発を充実させ
ていく。また、それらの連関について理
解を深めることが、新たな活動へとつ
ながる。そのため、緑・環境に関する情報
発信を総合的・一元的に実施していく。
その主要な取り組みの1つとして、ク
リーンセンターの既存施設を有効活用
しながら、全市民的な環境啓発を行う
拠点としてのエコプラザ（仮称）の開設
に向けて、周辺まちづくりとの整合性や
施設のあり方について地域の意見を聞
きながら全市的な議論を行っていく。
2�良好な環境の整備に向けた市民活動
との連携

　水収支・水循環の視点からの雨水の
利活用や、減少し続けている民有地の
緑を市民自らが守り育てるための活
動、市民参加のもとでの良好な生活環
境づくり、エネルギーの地産地消にお
ける市民活動など、新たな視点で、良好
な環境を確保するために市民活動との
連携を構築していく。

1�エネルギー消費のスマート化
　本市のエネルギー消費量は、約4割を
家庭部門が占めており、エネルギー消
費の減少を期待できる領域である。そ
のため、各家庭でのスマートメーター導
入が進められていることから、今後は各
家庭におけるエネルギー消費のスマー
ト化に関する啓発及び支援を推進する。
　また、本市はエネルギー賦存量が少
ない自治体であるため、水素エネル
ギー利用の拡大なども見据えながら、
本市として実現可能なエネルギーの地
産地消等に市民や事業者等とも連携し
ながら取り組んでいく。
2�公共施設におけるエネルギー施策の
展開

　新武蔵野クリーンセンター（仮称）
は、環境性能に優れた施設というだけ
ではなく、市本庁舎、総合体育館及び緑
町コミュニティセンターも含めた周辺
公共施設の一括受電や、コジェネレー
ション設備も備えた災害時でも有効な
エネルギー供給センターとしての機能
を有しており、今後有効なエネルギー
活用も期待できる施設となっている。
同施設のエネルギー需給の最適化につ

　公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅
の庭など、緑豊かな街並みは本市の魅
力の1つであるが、緑を維持・保全して
いくことは簡単なことではない。市全
域で捉えると、緑被地は微増している
ものの、固定資産税や相続税、維持管理
費の負担等から緑豊かな敷地が分割・
転用・売却されるなど、民有地の緑は依
然減少傾向にある。武蔵野という地勢
が形成されてきた歴史と市内各地域の
個性そして緑と水が都市にもたらす魅
力を踏まえながら、武蔵野市らしい緑
のあり方とともに、緑の重要性を発信
し、緑を基軸としたまちづくりを市民
活動との連携を深めながら引き続き推
進していく。
1�市民の共有財産である緑の保護・
　育成
　「緑は市民の共有財産」という共通認
識のもと、様々な情報を発信していき
ながら、市民とともに緑を守りはぐく
んでいく。策定から10年を経過しよう
とする緑の基本計画は、第五期長期計
画・調整計画等との整合を図り、次の10
年間の計画を実効性あるものとするた
め見直す。市は樹種固有の樹形を尊重
する自然樹形により樹木を管理してい
るが、例えば市役所前の桜並木など、市
民の財産であり緑豊かな武蔵野市のシ
ンボルともなっている街路樹は、道路
交通機能の確保と街路樹がもたらす良
好な景観の両立についての課題も踏ま
えながら、保全手法等の検討を進める。
また、「仙川リメイク（武蔵野市仙川水
辺環境整備基本計画）」に基づき整備を
進めている仙川の水量確保や下流域の
整備手法等について検討する。
2緑の保全と創出
　民有地の樹林、生垣や農地などの緑
を保全・創出していくための誘導策や支
援策について検討を進める。公有地の
緑については、長期的な視点を持って借
地公園の永続的な確保に努める。また、
緑の基本計画に基づき、公園空白地域
を中心に拡充していくなど、公共施設と
しての公園・緑地の整備等も進めてい
く。公園緑地や街路樹等の新設・改修・維
持等については、多額のコストを要して
おり、市民活動との連携や平成26年度
に策定した公園緑地の維持管理に関す
るガイドラインの順守などにより効率
的・効果的な維持管理等を進めていく。
3緑と水のネットワークの推進
　平成29年に開園100周年を迎える
井の頭恩賜公園の記念事業等を機に、
全市的な緑と水のネットワークについ
ても、周知啓発を進め、将来に引き継い
でいくための活動を市民とともに推進
していく。自然環境から様々な恩恵を
受けている都市の責務として、本市が

1�新武蔵野クリーンセンター（仮称）へ
の移行
　周辺住民の理解により着工した新武
蔵野クリーンセンター（仮称）は、平成
29年4月の稼働に向け着実に建設を進
め、新施設へごみ処理を円滑に移行さ
せた後、現施設の解体、新管理棟建設等
の関連工事を行い、新武蔵野クリーン
センター（仮称）整備事業を平成31年度
に完了させる。これに合わせ、周辺住民
と協議を行いながらクリーンセンター
周辺の魅力あるまちづくりを推進す
る。新施設の運営は、DBO方式により、
20年間の運営管理委託を行うが、本市
と委託業者の円滑な協力による安全で
安定的な運営を行っていく。また、将来
のごみ処理のあり方として、近隣自治
体とのごみ処理相互支援など、広域処
理についても引き続き研究を進める。
2ごみ減量及びごみ処理経費の軽減
　平成25年度に実施したごみ実態調査
等により年代別や世帯構成別のごみ排
出傾向、資源物が多いという本市の特
性が解明されてきている。これらも踏ま
え、ごみの収集方法、分別区分、収集頻
度等も総合的に勘案しながら、効率的
なごみ処理方法の検討を進める。ごみ
処理にかかる経費や環境負荷、最終処
分の状況など本市のごみ処理について
わかりやすい情報提供を行うとともに、
市民一人ひとりの行動につながるよう
な啓発事業を実施する。市民、市民団
体、事業者、市がそれぞれの役割、責務
を認識し、相互に必要な連携を進めな
がら、ごみの発生抑制、最終処分量の削
減、ごみ処理経費の低減を推進する。

1様々な環境問題への対応
　本市では、近年、個人間の近隣騒音等、
生活関係公害への相談が増加してきて
おり、住民相互の問題として解決できる
ようなサポートの仕組み等について検
討する。また、東日本大震災の原発事故
による放射線への対応については、線量
が平成22（2010）年頃の数値程度まで
減衰してきていることも含め、状況等を
勘案しながら必要な対応を取っていく。
また、デング熱ウィルスなど虫を媒介と
した感染症など、平均気温の上昇やグ
ローバル化等の環境の変化により生じ
る新たなリスクにも対応しながら、市民
生活の安全・安心確保に努めていく。
2魅力ある景観の形成
　本市のまちの魅力を一層高めるた
め、現状を維持・保全しながら、さらに良
好な景観を形成していく必要がある。
そのため、屋外広告物のルールなどに
ついても、景観ガイドラインの作成と
連動し、関係部署と連携して検討する。
　空き地・空き家等への対応について
は、雑草繁茂や害虫の問題といった衛
生環境上の視点に立ちながら、適正な
管理等について関係部署が連携した横
断的な対応の検討を進めていく。新クリーンセンター　エネルギー供給のイメージ

1�参加に基づく計画的なまちづくりの
展開
　まちづくり条例に定められた、まち
づくりへの提案や意見提出など市民参
加の制度の周知とともに活用を促し、
地域特性に合った地域ごとのまちづく
りを進める。また、時代や環境の変化な
どに的確に対応し、まちづくりに関す
る施策を効果的に推進していくため、
運用の実績を踏まえながら、まちづく
り条例の必要な見直しを行っていく。
2�まちづくりに関する情報の共有化と
支援制度の充実
　地区計画や地区まちづくり計画など
を活用し、地区単位のきめ細かいまち
づくりを進めていくため、市民が行う
まちづくりを支援する制度を充実させ
るなど、市民ニーズに合った制度を検
討していく必要がある。そのため、まち
づくりに関する個別計画や個別事業の
進捗状況に関する情報提供を行い、市
民などのまちづくりに関する意識を高
め、ビジョン策定に向けたまちづくり
活動を支援する。まちづくりを支援す
る制度については、（一財）武蔵野市開
発公社のまちづくり支援業務の拡充を
視野に入れ、市民やまちづくりに関す
る団体などの意見も踏まえ、有効な具
体策を検討する。
3土地利用の計画的誘導
　都市計画マスタープランに基づき、
地域特性に合った土地利用を誘導して
いく必要がある。特に、「特定土地利用
維持ゾーン」について、引き続き特別用
途地区の導入について検討を進める。
また、公共公益施設の老朽化対策や機
能更新により現状の土地利用に課題が
生じる場合は、施設の必要性や周辺環
境を考慮した適切な土地利用の誘導を
進める。
4調和のとれた都市景観の形成
　都市計画マスタープランで示され
ている景観まちづくりの方針を踏ま
え、具体的に景観施策を展開していく
必要がある。魅力ある景観形成を図る
ため、目指すべき将来像のイメージを
より具体化した景観ガイドラインを
周知・共有し、市民による景観まちづ
くりを促進する。開発事業者に対して
は、まちづくり条例に基づく協議など
を進め、誘導による景観まちづくりを
展開していく。

1持続可能な都市基盤の構築
　道路、上下水道や公園などの都市基
盤は、施設の安全性の確保と質を維持
するために、施設の長寿命化、計画的な
維持管理・更新による事業費の軽減と
平準化を図る。
2計画的・効率的な道路施設管理
　道路については、今後策定予定の「道
路総合管理計画（仮称）」において各施
設の特性、路線の重要度や近隣自治体
の管理状況を考慮して、今後の管理水

いて継続的に調査検討を行うとともに
関係施設の設備改善等を行っていく。
　本市は、環境に関する方針や目標に
自ら取り組んでいくEMS（環境マネジ
メントシステム）を早くから導入し、着
実に環境負荷低減を行ってきた。しか
し、これ以上の環境負荷低減が難しい
だけでなく、監査や記録業務などの運
用負荷やコストの軽減といった課題も
あることから、今後、市内の各事業者等
との連携も視野に入れながらEMSを
再構築していく。

実施している「奥多摩・武蔵野市の森」
や「二俣尾・武蔵野市民の森」、檜原村の
「武蔵野水道・時坂の森」での森林保全
活動は都市が果たす役割として高く評
価されている。これらの資産を活用し
ながら、広く緑や水の循環について啓
発等を継続していく。
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三駅周辺まちづくりの推進基本
施策7

道路ネットワークの整備基本
施策4

下水道の再整備基本
施策5

住宅施策の総合的な取組み基本
施策6

利用者の視点を重視した安全で
円滑な交通環境の整備

基本
施策3

準を明らかにするとともに、様々な手
法の活用による計画的・効率的な管理
を実施する。なお、施設の更新にあたっ
ては、環境やバリアフリーなどの視点
に配慮して推進する。
3 建築物の適正な維持管理、安全対策

の推進
　不特定多数の人が利用する施設や雑
居ビルなどでの火災、エレベーター・エ
スカレーターなどの建築設備や外壁落
下などの事故を未然に防止するため
に、定期報告制度など諸制度を積極的
に活用するとともに、警察、保健所、消
防などとの合同査察や民間関係機関と
の情報共有などをはじめとした関係機
関との連携強化を図りながら、建築物
の適正な使用、維持管理の指導を行い、
安全対策の推進に向けて継続的な取り
組みを行う。また、安全で秩序あるまち
づくりを進めるために、巡回・情報収集
などによる違反行為の未然防止や違反
建築物の是正などについて対策の徹底
を図る。

1 バリアフリー・ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりの推進

　バリアフリー基本構想に位置付けら
れている特定事業計画に基づき、高齢
者や障害者などに配慮した建築物や公
園などのバリアフリー化を引き続き推
進していく。また、これまでの実績を踏
まえて同基本構想の評価を行い、見直
しを検討する。なお、多くの利用がある
鉄道施設へのホームドア設置など、民
間事業者との協議を行い、事業推進を
促していく。
2歩いて楽しいまちづくりの推進
　市内には魅力のある地域資源が多数
あり、回遊することによってまちの魅
力を直接感じることが楽しさとなり、
来街者の増加にもつながる。そのため、
歩行者を重視した安全で楽しい歩行空
間づくりを推進し、回遊性の向上を
図っていく。
3 交通環境の整備と公共交通機関の利

用促進
　移動には、徒歩、自転車、自動車、バ
ス・タクシーなどの公共交通機関など
様々な手段がある。さらに本市ではバ
ス交通を補完するムーバスのネット
ワークも構築されており、交通不便地
域の解消が図られている。引き続き公
共交通機関の利用を促進するととも
に、各移動手段がスムーズに連携する
交通環境の整備を、市民交通計画に基
づき推進する。
4 自転車利用環境の整備と交通ルー

ル・マナーの啓発
　交通ルールやマナーを守らない自転
車の危険運転や重大事故が社会問題と
なる中、平成27年に自転車運転者への
罰則強化を盛り込んだ改正道路交通法
が施行された。学校や警察との連携に
より、市域を越えた取り組みや事故再
現型の講習会などを実施するととも
に、効果的な新しい取り組みを検討し
ながら、今後も継続して交通ルールの
周知徹底やマナーの向上を図る。
　歩行者・自転車・自動車が共存できる
よう、本市の実情に即した自転車走行
空間の整備を進めるための「自転車走
行空間ネットワーク計画」を策定する。
　自転車駐車場については、整備が進

1下水道施設機能の維持・向上
　下水道総合計画に基づき、管きょの
再構築や重要な幹線管きょ等の耐震化
などに取り組み、下水道施設の機能の
維持・向上を図るとともに、対処療法的
な維持管理から予防保全型へ転換して
いくなど、今後実施すべき事業を着実
に実現していく。吉祥寺駅周辺地区で
の臭気問題は、まちのイメージにも関
わる課題であり、ビル所有者等とも連
携しながら対応を進めていく。

1生活道路の整備
　身近な公共空間である住宅地内の生
活道路については、歩行者重視の視点
により、安全性や快適性を重視した整
備を進めていく。また、警察などの関係
機関との連携や市民の協力のもと、交
通規制、交通ルール及びマナー向上な
どの取り組みを推進し、歩行環境の整
備を図っていく。
2 都市計画道路ネットワーク整備の
　推進
　市内の都市計画道路網は、市施行分
に対して都施行分の整備率が低く、南
北方向に比べて東西方向の整備が進
んでおらず、計画決定から未だに事業
化に至らない未着手路線が多く残さ
れている。特に、五日市街道、井ノ頭通
り、女子大通りなどは地域間を結ぶ東
西方向の幹線道路であることから、こ
れらの事業化について都へ要請を
行っていく。
　道路ネットワークとしての必要性や
優先度を踏まえ、都市計画道路の整備
方針において、優先整備路線に位置付
けられた幹線道路については、都と協
力して事業を推進していく。また、未着
手路線を対象に必要性の検証などを継
続的に行う。
3外環への対応
　市内が大深度区間となっている都市
高速道路外郭環状線については、生活
道路への交通の影響、大気質や地下水
などの環境への影響など、市民の抱く
不安や懸念を払拭するため、今後検討
していく課題とその解決のための「対
応の方針」の確実な履行と適時適切な
情報提供を国に要請していく。
　外郭環状線の2については、地域の安
全性の確保、交通環境の改善などとと
もに、地域分断や住環境の悪化などの
課題もあり、総合的な検討が必要とな
る。今後も市は地域住民の意見を十分
に尊重するとともに、沿線地域との連
携などを図り、都に対応を求めていく。

1吉祥寺地区
　吉祥寺駅の大改修が行われ、駅周辺
の大型商業ビルの建替えもあり、これ
らの変化をさらに魅力あるまちづくり
につなげていく必要がある。特に近接
する井の頭公園などの観光資源を活か
したまちづくりを進めるとともに、老
朽化建築物の建替え促進、交通環境の
改善、市有地の有効活用などの対応を
急ぐ必要がある。そのため、進化するま
ち「NEXT－吉祥寺」プロジェクトに基
づき、駅前広場やまちの軸となる道路
の整備など、エリア特性を活かし、回遊
性の充実、安全・安心の向上を目指した
まちづくりを推進する。なお、進化する
まち「NEXT－吉祥寺」プロジェクトの
後期計画の進捗を踏まえ、上位計画で
ある吉祥寺グランドデザインの改定に
ついても検討する。
①交通環境の整備
　駅南口のパークロードの頻繁なバス
往来による危険な歩行者環境を改善
し、歩行者優先化を図るため、南口駅前
広場の整備を進めるとともに、井ノ頭
通り、北口駅前広場及び周辺道路を含
む総合的な交通体系を研究・検討し、駅
周辺部の交通課題の解決を図る。
②エリア特性を活かしたまちづくり
　進化するまち「NEXT－吉祥寺」プロ
ジェクトに基づきエリアごとの特性に
応じたまちづくりを推進するととも
に、全体の回遊性を向上させることで、
まちの活性化及びブランド力の維持・
向上を図る。
　パークエリア内の武蔵野公会堂は老
朽化が進んでいるが、公会堂敷地の利
活用はまちづくりの上で大きな要素と
なることから、駅周辺街区を含めた利
活用について検討を進める。イースト
エリアについては、これまでの環境浄
化の取り組みやまちのにぎわい創出を
踏まえ、暫定自転車駐車場として使用
している市有地の新たな利活用の検討
を進め、整備を行う。
　セントラルエリアやパークロード沿
道をはじめとする建築物の老朽化が進
んだエリアについては、建物更新を促
進するための方策を検討する。
2中央地区
　緑豊かな駅前広場を中心とした商
業・業務地と良質な住宅街が近接する
三鷹駅北口地区の目指すべきまちづく
りの方向性について、地域住民や商業
者などの意見を踏まえ、玉川上水の水
や緑などの地域資源の活用を含めて

「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）」
を策定する。ビジョン策定後は、位置付
けられた方向性の実現に向けて、地域
住民や商業者などとの協働のもと事業
を推進していく。

　本市では、まちづくりや福祉的な視
点を踏まえて住宅施策を総合的に推進
しているが、少子高齢化社会の進展に
備え、子育て・福祉分野などとの連携の
強化を図り、住宅施策を総合的かつ体
系的に推進していく。公的・民間住宅供
給事業者などと連携し、既存の住宅ス
トックなどの利活用を進めるととも
に、多様な世代や世帯に適応する住ま
いづくりを推進する。なお、空き家につ
いては現状を把握し、総合的な取り組
みの必要性を検討する。また、良好な住
環境の確保に向け、分譲マンションの
円滑な建替え・改修の促進や適切な維
持管理に関する支援を進めていく。
1計画的な住宅施策の推進
　安全・安心で質の高い住まいや住環
境づくりなどの住宅施策をまちづくり
や福祉などの視点も踏まえ、関連団体
などとの連携も図りながら、総合的、計
画的に進めていく。また、高齢者などの
住宅確保に配慮を要する世帯に対し、
民間賃貸住宅への入居支援事業等を推
進していくとともに、市民全体の公平
性や施設管理の効率性を踏まえて、市
営住宅や福祉型住宅の管理・運営を引
き続き行っていく。
2 多様な世代・世帯に適応する住環境

づくり
　市民の誰もがライフステージやライ
フスタイル、世帯構成に応じた住まい
の選択ができるように、（一財）武蔵野
市開発公社と連携し、住み替えを支援
する制度の利用促進を図っていく。ま
た国や都が行う多様な住宅の供給に関
する制度について、関係機関と連携を
図り、市民や事業者等への情報提供を
行っていく。
3良好な住環境づくりへの支援
　良好な住環境を維持・創出していく
ためには、開発事業者への指導を行う
とともに、専門家や関連団体と連携を
図っていく。
　特に、本市では旧耐震基準で建設さ
れた分譲マンションの割合が都平均を
上回っており、大規模修繕や建替えな
どが必要な建築物が今後ますます増加
していくことが予想される。しかし、区

み一定程度充足してきているが、今後
も不足するエリアを中心に引き続き整
備を進める。また、短時間無料制度、フ
リーゾーン、総合満空表示盤の導入な
どにより、既存自転車駐車場の有効活
用を促進する。

スタントマンによる自転車事故の再現

2持続可能な下水道経営
　施設の更新等で将来的に事業費の増
加が見込まれる中、節水機器の普及等
により有収水量は減少傾向にあり下水
道の使用料収入の維持が難しい状況に
あるなど、財源の確保が課題となる。 
今後も安定した下水道サービスを提供
していくため、施設整備コストの縮減
や基金を活用した市債の抑制を行い、
中長期的な財政計画と使用料について
定期的な見直しを行う。
3水循環型社会の構築
　都市化の進展により雨水は地下に浸
透せず、その多くが下水道に流入し、処
理されている。このことが一因で、集中
豪雨等による都市型浸水に対するリス
クが増大している。またその他にも、本
市が水道事業の水源として地下水を汲
み上げ消費していることや井の頭恩賜
公園等の湧水量が減少していることな
どを水の循環という仕組みとともに、市
民にわかりやすく説明しながら、下水道
総合計画に掲げた水循環都市の構築を
全市民的課題として推進していく。

分所有者間での合意形成の難しさや高
齢化などによる管理組合の担い手不足
など多岐にわたる課題があるため、引
き続き専門家派遣や耐震化助成などを
実施し、必要に応じて支援策の拡充を
図る。また、これらの支援を効果的に行
うために、管理組合などとの連携を図
る仕組みづくりを検討する。
　併せて、防災・防犯、子育て、地域福祉
活動などをきっかけとしながら、マン
ション居住者が地域とのつながりを持
てる仕組みづくりについて研究する。
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Ⅵ
無作為抽出市民　
ワークショップ ▼

行・財政

安全でおいしい水の安定供給基本
施策8

市政運営への市民参加と多様な主
体間の柔軟な連携と協働の推進

基本
施策1

市民視点に立ったサービスの
提供

基本
施策2

市民に届く情報提供と市民要望
に的確に応える仕組みづくり

基本
施策3

公共施設の再配置・市有財産の
有効活用

基本
施策4

社会の変化に対応していく行財
政運営

基本
施策5

1水の安定供給
　配水管については、「配水補助管更新
計画」に基づき、耐震性の低いものから
重点的に更新している。今後も引き続
き整備を進め、耐震化率の向上を図る。
　また、円滑で効率的な水運用のため

「施設整備保全計画」に基づき、経年劣
化した浄水場及び水源施設の維持・更
新を行うとともに、直結給水方式の普
及により、安全でおいしい水の安定供
給を図る。
2都営一元化に向けた取り組み
　本市の水道施設は、バックアップ機
能が十分に整備されておらず災害や事
故で被害を受けた場合、大規模な断水
の恐れがある。バックアップ機能を強
化するとともに、将来にわたり水道水
の安定供給を可能とするため、早期に
都営水道との一元化を図る。

1 効率的、効果的な公共サービスの
　提供
　様々な主体により多様な公共サービ
スが提供されている中、行政に求めら
れる役割は、地域社会の活力が最大限
に発揮されるよう、それぞれのサービ
スの担い手や受け手を支えるととも
に、各主体をつなぎ、その活動を支援す
ることである。本市がやるべきことを
見極めながら、業務の標準化や外部化
等により行政組織のスリム化に取り組
みつつ、社会全体での公共サービスの
量的拡大と質的向上を図る。また、事業
実施後は、その効果を検証し、必要に応
じて事業の見直しを行うなど効率的・
効果的に必要なサービスを提供できる
取り組みを推進する。
2近隣自治体との広域連携の検討
　これまでも周辺自治体との防災協定
や公共施設の相互利用等を行っている
が、今後の公共施設の建替え等を見据
えて、広域的に施設配置を考える必要
がある。窓口サービスの相互利用など、
近隣自治体も含めた地域全体で連携で

1市民参加のあり方の追究
　市民自治の推進には、市政運営の基
軸となる各種計画の策定や事業実施へ

①交通環境の整備
　駅前広場は暫定整備によって交通動
線の交錯などが改善されているが、補
助幹線道路の完成を見据えた駅周辺の
交通体系のあり方について検討を進め
ていく。
②土地利用
　駅周辺の土地利用については、駅前
地区にふさわしく、活気があり魅力的な
街並み形成に向けた方策を検討し、地
域住民や土地所有者、事業者、商業者な
どと連携・協力してまちづくりを推進し
ていく。低・未利用の市有地については、

「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）」
を踏まえ、有効活用を検討していく。
3武蔵境地区
　鉄道連続立体交差事業が完了し、水
と緑を活用した「うるおい」、人々の「ふ
れあい」、まちの活性化「にぎわい」をコ
ンセプトに、武蔵境らしい駅前空間の
創出に取り組んできた。北口駅前広場
や駅周辺の道路などの都市基盤の整備
が完了した後も、鉄道高架下の利活用
の促進や区画道路の整備、南北一体の
まちづくりをさらに推進していく。
①交通環境の整備
　北口駅前広場や周辺の幹線道路の整
備は概ね完了している。今後も駅周辺
の区画道路の整備を着実に進め、防災
機能や利便性の向上を図る。
② さらなるまちのにぎわいに向けた取

り組み
　鉄道連続立体交差事業により生まれ
た高架下の空間の整備により、新たな
にぎわいが創出されている。残された
鉄道高架下や隣接する市有地について
は、さらなる駅周辺のにぎわいや魅力
的な空間の創出に取り組んでいく。ま
た、市民の利便性を考慮し、武蔵境市政
センターを移転する。

学生とのタウンミーティング

の市民参加が不可欠である。これまでも
武蔵野市方式による長期計画の策定を
はじめ、市民の意見を的確に市政に反映
していくため、多くの市民、関係者や関
係団体等の参加がなされてきた。「市民
参加」の手法が形骸化することがないよ
う、意見を聴取するタイミングなどを工
夫し、また一部の市民の参加に留まらな
いよう配慮するなど、常に新しい時代の
市民参加のあり方を追究する。
　民主主義の根幹となる選挙について
は、積極的な投票参加を促すため、投票
環境の向上に努めるとともに、選挙権
年齢の引き下げに伴い、児童生徒への
主権者教育を推進し、政治や選挙に対
する意識の醸成を図る。
2連携と協働の推進
　様々な事業主体による活動が盛んに
なることは、まちの活性化や公共課題
の解決につながる。市民活動団体をは
じめとする多様な事業主体間の連携及
び協働を促進するために、情報の共有
化を図り、ネットワークを構築する。
　また、生涯学習支援機能や市民活動
支援機能を有する武蔵野プレイスは、
多様な事業主体間の連携を充実させて
いく核となり得る施設である。来館者
やイベント参加者が、参加する側から
担い手側にも移行していけるよう働き
かけを行うとともに、多様な事業主体
間の連携が促進されるよう積極的な支
援を行う。
3 市政運営に関する基本的なルールの

体系化
　地方分権の推進により、地方自治体
の判断と責任において、地域の実情に
合った独自性のある市政運営を展開す
ることがより重要となっている。
　市民自治を原則とした市政運営を
行っていくために、市民から信託され
た議会及び市長が果たす役割や責務に
ついての基本的な考え方を整理し、市
民参加の手法も体系的に整備していく
必要がある。そのため、市民意識の醸成
に努めるとともに、市議会とも協議を
進めながら、市政運営の基本原則と根
幹となるルールについて、条例化を含
めて検討する。

きる仕組みを検討する。
3行政サービスの提供機会の拡大
　多様化する市民の要望に対応するた
め、コンビニエンスストアでの各種証
明書の発行など、市民の利便性を高め
る方策を検討する。
　マルチペイメントネットワーク（多
様な支払手段を可能とする回路網）を
活用したペイジー（Pay-easy）納付を
導入するなど、納税者の利便性を向上
させる仕組みを構築していく。
4社会保障・税番号制度への対応
　社会保障・税番号制度（マイナンバー
制度）については、個人情報の十分な安
全性を確保し、法律に基づき制度実施
を図る。なお、市独自の番号利用につい
ては、マイナンバー制度の安定化が図
られた後、市民サービス向上のための
制度利用という観点で検討していく。

1総合的な市政情報提供の推進
　市民の生活様式が多様化し、市の発
信する情報量も増加する中、様々な
ニーズを持つ市民の求める市政情報を
整理し、提供していく必要がある。特
に、災害時等緊急時においては、速報性
と公平性も配慮しつつ、適切な情報提
供を図る必要がある。
　既存の情報提供手法も含め、イン
ターネット環境や情報伝達媒体の変化
を見据え、多様な情報提供媒体を活用
するとともに、災害時等に備えた情報
発信体制も構築する。また、様々な情報
を整理し、必要とする層に求める情報
を届ける仕組みづくりについて検討を
進め、市政情報を適時的確に発信する
体制を整える。
2 積極的な情報発信と市民ニーズの
　把握
　市政に関する情報は、様々な媒体を
活用して発信しているが、市民による
新しい視点の提案が活発に行われるよ
う市政情報をわかりやすく、分析・活用
しやすい形で積極的に提供する。特に
予算や財務状況は市政運営の根幹をな
すものであることから、新しい地方公
会計制度による財務諸表等を活用する
など、市民によりわかりやすい内容や
方法で公表を行う。
　また、市民ニーズを的確に把握し、市
政に反映させるため、タウンミーティ
ングや市政アンケートなど様々な手段
の充実を図るとともに、共有すべき市
民意見や課題については、市民と市が
共有し、ともに協力しながら課題を解
決していく。

1 総合的・計画的な公共施設等マネジ
メントの推進

　将来にわたり健全な財政運営を維持
するとともに、安全で時代のニーズに
合った公共施設等を整備・提供してい
くために、公共施設等総合管理計画を

策定する。この計画で長寿命化や総量
縮減、整備水準の見直しなど公共施設
等の全体のマネジメントに係る「基本
方針」、学校や道路など施設類型ごとの
維持・更新に関する考え方を定めた「類
型別整備方針」及び中長期的に期待さ
れる維持・更新費用の削減額を「目標」
として示し、個々の施設の維持・更新に
取り組む。
2市有財産の有効活用
　「未利用地・低利用地の有効活用に関
する基本方針」を基に、市有財産を有効
に活用し、将来的にも利活用が難しい
市有地の売却や臨時的な貸付により、
管理コストの節減や歳入の増加を図る。
　また、高齢者・障害者支援や子育て支
援、健康・スポーツ等における民間等に
よる施設サービス提供が期待できる分
野において、市が保有する土地に民間
サービスを誘致するなどPPP（官民連
携）も視野に入れて活用の手法を検討
し、市民サービスの拡充を図る。

1 これからの時代を乗り切るための経
営力の強化

　今後も社会環境や市民の意識、価値
観などの変化に対応しながら、適切な
公共サービスを提供していくことが必
要である。財源を確保し、人材も含めた
様々な政策資源を多面的に有効活用す
る。経営的視点を持って的確な政策判
断をし、迅速に具体化を進めながら施
策の選択と集中を徹底していく。
2健全な財政運営の維持
　歳入においては、市税等の徴収率の
向上、基金と市債の活用、市有財産の有
効活用、行政サービスにおける受益者
負担の適正化を図るなど、より一層の
歳入確保に努める。一方、歳出において
は個々の事業・施策を総合的に考え、そ
の有効性とサービス水準を見直し、新
たな事業を生み出す政策再編を進め、
資源配分の全体最適を図り、持続可能
な財政運営を進める。
　また、入札・契約制度改革を継続し、
透明性・公平性の確保に留意しつつ、工
事請負契約においては、技術力と価格
の双方を総合的に評価する総合評価方
式（市町村向け簡易型）を導入する。
3リスク管理能力・危機対応力の強化
　市政運営において想定される様々な
リスクを未然に防ぐだけでなく、自然
災害等のリスクに備え、日頃から職員
のリスク管理に対する意識向上に努め
る。また、危機発生時の対応力を強化す
るため、日頃よりリスク事例を共有す
るとともに、各種マニュアル等の整備
を行う。
4財政援助出資団体の統合と自立化
　公共サービスの提供主体が多様化し
ており、これまで財政援助出資団体が
担うべき役割について検討をしてき
た。社会状況の変化に対応し、より効率
的・効果的なサービス提供を実現する
ため、（公財）武蔵野市福祉公社と（社
福）武蔵野市民社会福祉協議会及び（公
財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野
生涯学習振興事業団の統合の準備を進
め、（社福）武蔵野及び（有）武蔵野交流
センターの自立化を目指す。また、財政
援助出資団体への指導監督や経営改革
等の支援、指定管理者制度のあり方に
ついては、引き続き研究を続ける。
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財政計画第4章

財政計画（平成28〜32年度）
歳入 （単位　億円）

26年度
決算額

27年度
予算額

28年度
計画額

29年度
計画額

30年度
計画額

31年度
計画額

32年度
計画額

合計額
28〜32年度

市税 387 385 384 384 381 381 380 1,910
国庫支出金 85 82 87 77 77 79 85 405
都支出金 58 56 58 58 58 58 62 294
繰入金 30 20 39 12 12 14 22 99
市債 11 12 28 11 9 11 28 87
その他 87 74 71 71 78 78 78 376
計 658 629 667 613 615 621 655 3,171

歳出
26年度
決算額

27年度
予算額

28年度
計画額

29年度
計画額

30年度
計画額

31年度
計画額

32年度
計画額

合計額
28〜32年度

人件費 91 98 97 94 94 97 98 480
扶助費 126 131 136 142 146 149 151 724
公債費 25 19 19 20 19 17 19 94
物件費 134 144 144 146 147 148 150 735
補助費等 62 68 68 68 68 68 68 340
繰出金 52 57 60 62 65 68 71 326
投資的経費 81 97 136 74 69 67 91 437
その他 47 15 7 7 7 7 7 35
計 618 629 667 613 615 621 655 3,171

第五期長期計画・調整計画策定委員会委員 ◎委員長　○副委員長
氏　名 所　属

◎夏目　重美 亜細亜大学経営学部教授
○松本　すみ子 東京国際大学人間社会学部教授
　井出　多加子 成蹊大学経済学部教授
　井原　高地 市民会議選出
　小林　真理 東京大学大学院人文社会系研究科准教授
　麓　幸子 日経BPヒット総合研究所長・執行役員
　本田　兆美 市民会議選出
　渡邉　大輔 成蹊大学文学部現代社会学科講師
　五十嵐　修 副市長
　堀井　建次 副市長
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財政シミュレーション（平成28～57年度）

義務的経費
財源不足累積予測

物件費
歳入予測

投資的経費
基金残高予測

その他経費
市債残高予測

基金残高 市債残高

財源不足累積

平成52年　歳入不足

372

310

209

153

95

38

チャレンジする組織風土の醸成と
柔軟な組織運営

基本
施策6

武蔵野市の財政の状況と課題1

財政計画（平成28〜32年度）2

長期の財政予測について3

▪討議要綱公表以降の策定経緯
作業部会（3月27日）
　・ 教育委員との意見交換
第10回策定委員会（4月10日）
　・ 討議要綱に対する意見について
　・ 調整計画の構成素案と新たな視点（案）について
作業部会（4月17日）
　・ 市民会議委員との意見交換
第11回策定委員会（5月15日）
　・ 討議要綱に対する意見について
第12回策定委員会（5月29日）
　・ 討議要綱に対する意見について
作業部会（6月5日・11日・12日）
　・ 策定委員による各部ヒアリング
第13回策定委員会（7月3日）
　・ まち・ひと・しごと創生について
　・ 調整計画案（前半部分）について
作業部会（7月10日）
　・ 市長との意見交換
第14回策定委員会（7月24日）
　・ 調整計画案（施策の体系）について（行・財政、文化・市民生活、健康・福祉）
第15回策定委員会（8月7日）
　・ 調整計画案（施策の体系）について（緑・環境、都市基盤、子ども・教育）
第16回策定委員会（8月21日）
　・ 財政計画について
　・ 調整計画案について

　策定委員会の議事録や今後の日程については、市ホームページに掲載し
ています。

　本市の歳入は、市税が歳入全体の約
6割を占めており、こうした財源によ
り健全な財政運営を可能としている。
市税収入全体で見れば、平成23年度か
ら平成26年度において、おおむね360
億円から380億円台で推移していた
が、今後は法人税の実効税率の改定な
どの影響により、増収は見込んでいな
い。一方歳出では、義務的経費と呼ばれ
る人件費、扶助費、公債費が平成17年
から平成26年度の10年間で27億円の
増となっている。今後も単身高齢者の
増加や子育て支援策の需要の増加など
が予想され、扶助費の増加が見込まれ
る。物件費も同様に増加傾向にあり、さ
らに、投資的経費は、本計画期間の最終

　平成28年度から平成57年度までの
30年間について、公共施設や都市イン
フラは現状のまま更新するなど一定の
条件の基、財政シミュレーションを作

　当面、財政状況は良好と言えるが、
財政シミュレーション上想定される
厳しい状況を考えれば、今まで以上に
時代の変化に対応した重点施策への
資源配分が重要である。また、経常経

　平成28年度から平成32年度までの
5年間の計画額の合計は3,171億円と
見込んだ。歳入では、市税はこれまでの
水準で推移し、増は見込めない。基金か
らの繰入れは5年間で89億円、市債は
87億円となる。一方歳出では、扶助費
が約11％の増、繰出金は18.3％の増
となり、投資的経費は5年間で437億
円となる。また、一般会計における基金
残高は平成32年度には437億円とな
り、5年間で66億円の増となる。

て、ワーク・ライフ・マネジメントを組
織的に推進していく。そのため、タイム
マネジメント意識の向上を通じ、多様
な働き方、キャリア形成ができる環境
を整えていく。
　各部門の業務については、市民の利
便性の向上や個人情報の保護に留意
しつつ、ICTの利活用を推進するとと
もに、職員が働きやすい仕事環境の整
備について検討する。また、災害時や
繁忙期の機動的職員配置に備え、仕事
の手順の標準化、見える化などを進
め、効率性や生産性の向上につなげて
いく。
3 今後の自治体のあり方の検討と職員

定数の適正化
　多様化・複雑化する市民ニーズに的
確に対応するため、組織や機構を見直
し、増減を含めた適正な職員定数の管
理を行う。財政援助出資団体への職員
派遣のあり方については、団体の自立
性やガバナンスを高めるため、各団体
の人員体制に配慮のうえ、人的支援は
必要最小限にする。

◆第五期長期計画・調整計画策定委員会

この特集に関するお問い合わせは、企画調整課☎60-1801へ

1 個の能力を活かし組織力を高める人
事制度と人材育成

　より多くの市民の満足の向上には、
それぞれの立場、考えなどを尊重し、前
例踏襲や既存制度の枠組みにとらわれ
ない適切な政策・施策をチームとして
実現していく力が求められる。そのた
め、チャレンジが評価につながるよう
な組織・人事制度を実現し、また職員採
用時から、評価とフィードバックや研
修、自己研鑚などを通じた体系的人材
育成を行っていく。
2 効率良く働き成果をあげるための仕

事環境の整備
　職場のコミュニケーションの活性化
と職員一人ひとりの強みが活かせる仕
事環境を整備するため、従来型の勤務
スタイルにとらわれない、仕事の仕方
を検討する。
　国全体の労働政策や民間の動向も踏
まえ、長時間労働は必ずしも大きな成
果をもたらさないという観点を持っ

年度である平成32年度以降、学校施設
をはじめ老朽化した公共施設が順次更
新の時期を迎えることが見込まれてお
り、建替えに多額な費用が必要となる
ことが想定されている。

成した。この財政シミュレーションで
は、平成38年度までは基金残高は増え
るが、それ以降は基金の額は減少に転
じ、平成52年度には基金がなくなり、
最終年度である平成57年度には372
億円の財源不足となる。

費のさらなる縮減、財政状況を見据え
た公共施設等総合管理計画による公
共施設の総量の縮減等を図り、持続可
能な財政運営を行っていかなければ
ならない。

策定委員会


